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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第100期

第１四半期
連結累計期間

第101期
第１四半期
連結累計期間

第100期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

営業収益 千円 5,358,801 5,549,509 21,826,461

経常利益 〃 1,118,873 1,186,357 3,806,467

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
〃 756,001 820,080 2,692,568

四半期包括利益又は包括利益 〃 1,335,917 1,525,834 3,656,721

純資産額 〃 37,894,516 41,355,238 40,049,025

総資産額 〃 85,054,774 91,460,976 92,254,330

１株当たり

四半期（当期）純利益金額
円 68.86 74.70 245.25

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
〃 － － －

自己資本比率 ％ 44.6 45.2 43.4

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．営業収益には、消費税等を含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

４．当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前

連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金

額を算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を

当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計

年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となって

おります。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)財政状態及び経営成績の状況

（財政状態）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、投資有価証券の増加等がありましたものの、現金及び預金や減

価償却による有形固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ793百万円（前期比0.9％）減少し、91,460百万

円となりました。

　負債は、前受金の増加等がありましたものの、未払金の減少等により前連結会計年度末に比べ2,099百万円（前期

比4.0％）減少し、50,105百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べ1,306百万円（前期

比3.3％）増加し、41,355百万円となりました。

　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を

行っております。

 

（経営成績）

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の不確実性や金融資本市場変動の影響で先行きは不

透明な状況でありましたものの、雇用環境や所得環境の改善が続き、緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況のもとで、当社グループでは安全管理体制の更なる充実を根幹とし、引き続き全事業において積

極的な営業活動を展開するとともに、経営基盤の強化及び業務の効率化に努めました。

その結果、営業収益は5,549百万円（前年同期比3.6％増　190百万円)、営業利益は1,153百万円（前年同期比

4.2％増　46百万円)、経常利益は1,186百万円（前年同期比6.0％増　67百万円）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は820百万円（前年同期比8.5％増　64百万円）となりました。
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　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 

①（運輸業）

鉄道事業では、安全輸送確保の取り組みとして、デジタルＡＴＳ工事や駅舎耐震補強工事をすすめました。ま

た、お客さまサービス向上策として、駅トイレの洋式化工事をすすめました。

鎌ケ谷市内の連続立体交差事業につきましては、平成29年度に実施した下り線高架切替えに続き、平成31年度

中の上り線高架切替えを目指して工事をすすめてまいります。

営業面につきましては、お笑い寄席や沿線健康ハイキングなどのイベントの開催、千葉ロッテマリーンズの

ラッピング電車の運行、「新京成線発 成田開運きっぷ」などの企画乗車券や行楽施設の前売り券の販売を実施

し、旅客誘致と増収に努めました。

バス事業では、一般乗合輸送において環境や高齢者などに配慮した車両へと１両代替いたしましたほか、新た

に車両を２両導入いたしました。船橋新京成バス株式会社では、訪日外国人のお客様が安心してご利用いただけ

ることを目的としてバス停のナンバリングを実施いたしました。松戸新京成バス株式会社では、旅客需要に対応

するため松飛台線でダイヤ改正を実施いたしました。

　以上の結果、営業収益は4,079百万円（前年同期比0.1％減　４百万円)、営業利益は616百万円（前年同期比

5.7％増　33百万円)となりました。

なお、これら事業の運営におきましては、鉄道事業法等による運賃等の設定や施設の新設・保全等に関して法

的な制約を受けているほか、少子高齢化の進行による輸送需要減少など、事業の収益性を低下させるリスク要因

を認識しつつ収益基盤の維持に努めてまいります。

 

（業種別営業成績表）

業種別

当第１四半期連結累計期間
（30．４．１～30．６．30）

営業収益（百万円） 前年同期比（％）

鉄道事業 2,891 △0.2

バス事業 1,332 0.7

消去 △145 －

営業収益計 4,079 △0.1
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（提出会社の鉄道事業営業成績表）

種別 単位
当第１四半期連結累計期間
（30．４．１～30．６．30）

前年同期比（％）

営業日数 日 91 －

営業キロ キロ 26.5 －

客車走行キロ 千キロ 3,703 0.0

輸送人員    

定期 千人 17,400 0.3

定期外 〃 9,384 △0.4

計 〃 26,785 0.1

旅客運輸収入    

定期 百万円 1,376 0.5

定期外 〃 1,434 △0.6

計 〃 2,811 △0.1

運輸雑収 〃 80 △3.8

運輸収入合計 〃 2,891 △0.2

乗車効率 ％ 39.6 －

　（注）　乗車効率の算出方法

乗車効率＝
延人キロ（駅間通過人員×駅間キロ程）

× 100
（客車走行キロ×平均定員）

 

②（不動産業）

不動産分譲業では、「新京成タウン八千代緑が丘」最終期14区画の分譲をすすめ、７区画を販売いたしました

ほか、八千代市の土地を売却いたしました。

不動産賃貸業では、空室へのテナント誘致を積極的に行い物件稼働率の向上に努めました。

以上の結果、営業収益は1,075百万円（前年同期比18.8％増　170百万円）となり、営業利益は506百万円（前

年同期比1.9％増　９百万円)となりました。

なお、事業の運営におきましては、所有不動産において土壌汚染等による資産価値の下落や、周辺環境の変化

等による需要変化等、事業の収益性を低下させるリスク要因を認識しつつ収益基盤の維持に努めてまいります。

 

（業種別営業成績表）

業種別

当第１四半期連結累計期間
（30．４．１～30．６．30）

営業収益（百万円） 前年同期比（％）

不動産分譲業 263 161.0

不動産賃貸業 812 1.0

消去 － －

営業収益計 1,075 18.8
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③（その他）

その他（コンビニ事業等）では、６月にセブン－イレブン新京成ＳＴ五香店を移転拡張するなど、更なる利便

性と収益力の向上を図りました。このほか、「オープン型宅配便ロッカー」の設置をすすめました。

　以上の結果、営業収益は410百万円（前年同期比1.0％減　４百万円)となり、営業利益は23百万円（前年同期

比20.8％増　４百万円)となりました。

なお、事業の運営におきましては、周辺商環境の変化による競争の激化から収益性の低下を招くなど、事業収

益を低下させるリスク要因を認識しつつ収益基盤の維持に努めてまいります。

 

（業種別営業成績表）

業種別

当第１四半期連結累計期間
（30．４．１～30．６．30）

営業収益（百万円） 前年同期比（％）

コンビニ事業等 410 △1.0

消去 － －

営業収益計 410 △1.0

 

 

(2)経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4)研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(5)主要な設備

　前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について当第１

四半期連結累計期間に著しい変動はありません。
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(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループの主たる事業である運輸業は、鉄道事業法等により、運賃等の設定及び施設の新設・保全等に関し

法的な規制を受けており、今後、規制の変更がなされた場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性

があります。近年の少子高齢化の進展は、生産年齢人口の減少により、今後も、鉄道事業及びバス事業とも厳しい

状況が予想され、中長期的には当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社グループの

借入金は当第１四半期連結会計期間末8,977百万円となっており、今後金利水準が大幅に上昇した場合には、当社グ

ループの経営成績に影響を与える可能性があります。

　当社グループといたしまして、これらの状況を踏まえて、お客様に安心かつ快適にご利用いただけますよう、引

き続き安全管理体制を維持・強化するとともに、安全確保並びにバリアフリー化に向けた諸施設の整備・改善を積

極的に推進し、より一層の旅客サービスの向上に取り組みつつ旅客誘致に努めてまいります。金利上昇の影響につ

いては、借入金の抑制並びに固定金利化を図るなどにより、金利上昇によるリスクの軽減に努めてまいります。

 

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループは、運輸業に経営資源を集中的に投入し、安全の確保を目指します。この投資に係る所要資金は、

営業活動によって得られる資金を充てるほか、借入金等により調達する予定でありますが、全事業における収益力

強化の徹底等により、有利子負債の増加を抑制する所存であります。

 

(8)経営者の問題認識と今後の方針について

今後の当社グループを取り巻く事業環境は、中長期的には沿線の少子高齢化が一段とすすみ、厳しい状況が予想

されます。

このような状況に対応していくため、当社グループでは、「安全管理体制の再構築」「鉄道輸送需要の創出及び

不動産の新たな収益源確保」「業務効率化施策の実施」の３つを基本方針とする、中期経営計画「Ｓ３計画」（平

成28年度から平成30年度）を着実に実行し、沿線地域と企業のブランド力向上を目指しております。

以上の取り組みをすすめるほか、当社グループでは、コンプライアンスの重視、リスク管理の徹底、コーポレー

トガバナンスの強化、環境対策など、企業の社会的責任の遂行に努めてまいります。さらに、お客様第一主義によ

る「ＢＭＫ（ベストマナー向上）推進運動」に取り組み、お客様をはじめとするすべてのステークホルダーからよ

り信頼いただける企業を目指してまいります。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月６日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,023,228 11,023,228
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 11,023,228 11,023,228 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年4月1日～

平成30年6月30日
－ 11,023,228 － 5,935,940 － 4,773,405

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 44,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,944,600 109,446 －

単元未満株式 普通株式 33,828 － －

発行済株式総数 11,023,228 － －

総株主の議決権 － 109,446 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式９株が含まれております。

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

新京成電鉄株式会社

千葉県鎌ケ谷市くぬ

ぎ山四丁目１番12号
44,800 － 44,800 0.41

計 － 44,800 － 44,800 0.41

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,335,189 5,853,828

売掛金 1,284,533 1,064,722

リース投資資産 842,302 839,531

有価証券 － 500,000

商品及び製品 28,766 32,794

分譲土地建物 ※ 907,978 739,162

原材料及び貯蔵品 478,877 481,661

その他 182,957 192,166

流動資産合計 11,060,606 9,703,866

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,683,227 21,397,542

機械装置及び運搬具（純額） 4,680,205 4,519,696

土地 10,855,110 10,855,110

建設仮勘定 32,993,655 33,146,908

その他（純額） 530,046 487,003

有形固定資産合計 70,742,245 70,406,262

無形固定資産   

その他 636,160 589,064

無形固定資産合計 636,160 589,064

投資その他の資産   

投資有価証券 9,263,740 10,176,485

繰延税金資産 223,681 260,516

退職給付に係る資産 190,530 190,113

その他 137,365 134,667

投資その他の資産合計 9,815,318 10,761,783

固定資産合計 81,193,723 81,757,110

資産合計 92,254,330 91,460,976

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,184,226 661,696

短期借入金 2,985,320 2,954,920

未払金 3,625,054 425,973

未払法人税等 624,896 466,630

前受金 27,677,856 29,021,447

賞与引当金 481,230 748,519

その他 2,948,428 3,159,776

流動負債合計 39,527,011 37,438,962

固定負債   

長期借入金 6,286,890 6,022,760

繰延税金負債 828,586 1,069,645

退職給付に係る負債 3,333,207 3,363,111

その他 2,229,608 2,211,259

固定負債合計 12,678,292 12,666,776

負債合計 52,205,304 50,105,738
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,935,940 5,935,940

資本剰余金 4,774,519 4,774,519

利益剰余金 25,362,834 25,963,345

自己株式 △83,606 △83,659

株主資本合計 35,989,688 36,590,146

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,311,410 5,008,778

退職給付に係る調整累計額 △252,073 △243,687

その他の包括利益累計額合計 4,059,337 4,765,091

純資産合計 40,049,025 41,355,238

負債純資産合計 92,254,330 91,460,976
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

営業収益 5,358,801 5,549,509

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 3,967,433 4,097,714

販売費及び一般管理費 283,921 297,993

営業費合計 4,251,354 4,395,707

営業利益 1,107,447 1,153,801

営業外収益   

受取利息 6 0

受取配当金 41,439 40,487

車両売却益 9,309 20,649

その他 13,042 14,417

営業外収益合計 63,799 75,554

営業外費用   

支払利息 36,876 33,444

持分法による投資損失 15,428 9,456

その他 67 99

営業外費用合計 52,372 42,999

経常利益 1,118,873 1,186,357

特別利益   

工事負担金等受入額 5,388 －

特別利益合計 5,388 －

特別損失   

固定資産圧縮損 5,120 －

特別損失合計 5,120 －

税金等調整前四半期純利益 1,119,140 1,186,357

法人税、住民税及び事業税 470,119 470,781

法人税等調整額 △106,980 △104,503

法人税等合計 363,138 366,277

四半期純利益 756,001 820,080

親会社株主に帰属する四半期純利益 756,001 820,080
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

四半期純利益 756,001 820,080

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 569,541 692,216

退職給付に係る調整額 1,142 8,386

持分法適用会社に対する持分相当額 9,231 5,151

その他の包括利益合計 579,915 705,754

四半期包括利益 1,335,917 1,525,834

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,335,917 1,525,834

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

 

（追加情報）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※分譲土地建物のうち、八千代市吉橋土地（前連結会計年度末簿価額266,318千円）については、土壌汚染の可能

性がある土地が含まれており、一部の適正な価格の査定が困難な土地については従前の簿価相当額（116,222千

円）を評価額としております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
 

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 669,855千円 687,603千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当に関する事項

　（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 192,136 3.5 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

　（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの
 
　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

配当に関する事項

　（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月27日

定時株主総会
普通株式 219,568 20.0 平成30年３月31日 平成30年６月28日 利益剰余金

　（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの
 
　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 運輸業 不動産業 計

営業収益        

外部顧客への

営業収益
4,078,674 885,795 4,964,469 394,332 5,358,801 － 5,358,801

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高

4,953 19,780 24,733 20,654 45,388 △45,388 －

計 4,083,627 905,575 4,989,203 414,987 5,404,190 △45,388 5,358,801

セグメント利益 583,611 497,151 1,080,763 19,426 1,100,189 7,257 1,107,447

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンビニ事業等で

あります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 運輸業 不動産業 計

営業収益        

外部顧客への

営業収益
4,074,045 1,064,933 5,138,978 410,530 5,549,509 － 5,549,509

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高

5,104 11,023 16,127 396 16,524 △16,524 －

計 4,079,149 1,075,956 5,155,106 410,927 5,566,034 △16,524 5,549,509

セグメント利益 616,742 506,480 1,123,223 23,457 1,146,681 7,120 1,153,801

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンビニ事業等で

あります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 68円86銭 74円70銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
756,001 820,080

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
756,001 820,080

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,979 10,978

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月６日

新京成電鉄株式会社

取締役会　御中

 

東陽監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 酒井　宏暢　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　弥　　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 桐山　武志　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新京成電鉄株式

会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新京成電鉄株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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